


誓約する団体の名称 誓約する団体の代表者⽒名 誓約する団体の役割

４．コンソーシアム構成団体が⾏政機関から受けた指導、命令等に対する措置の状況

団体名 指導等の年⽉⽇ 指導等の内容 団体における措置状況

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

3.コンソーシアム情報

(1)コンソーシアムの有無

コンソーシアムで申請し
ない

コンソーシアムに関する誓約

コンソ アムに参加する全ての団体（以下、「コンソ アム構成団体」という）は、幹事団体が資⾦分配団体⼜は活動⽀援団体（以下、「資⾦分配団体等」という）としての助成の申請
なお、誓約内容について相違がなく、これらの誓約等に反したことにより、選定の取り消し等が⾏われることとなっても、異議は⼀切申し⽴てません。

1.コンソーシアム構成団体は、幹事団体を通じてコンソーシアムの実施体制表を提出し、幹事団体が資⾦分配 団体として採択された場合は、⼀般財団法⼈⽇本⺠間公益活動連携機構との資⾦

２.本誓約書にて誓約をしたコンソーシアム構成団体について、申請締め切り後、コンソーシアム構成団体に変 更があった場合は申請を取り下げます。

3コンソ アム構成団体が申請に際して確認した次の（１） （４）の事項等

(１)⽋格事由について

(２)公正な事業実施について

(３)規程類の後⽇提出について（※通常枠のみ該当）

(４)情報公開について（情報公開同意書）

4.事業情報の登録・事業県連書類の提出

事業名

だれひとり取り残されない外国⼈医療

複数選択

イノベーション企画⽀援事業



休眠預金活用事業 事業計画書 【2024年度通常枠】 ※採択された後の資金提供契約書別紙１の対象は、事業計画書の冒頭から「Ⅱ．事業概要」までとします。

基本情報

優先的に解決すべき社会の諸課題

(1) 子ども及び若者の支援に係る活動
① 経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援
② 日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援
③ 社会課題の解決を担う若者の能力開発支援
⑨ その他

(2)日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
④ 働くことが困難な人への支援

○ ⑤ 孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援
⑥女性の経済的自立への支援
⑨ その他

(3)地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動
⑦ 地域の働く場づくりや地域活性化などの課題解決に向けた取組の支援

○ ⑧ 安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援
⑨ その他

SDGsとの関連

申請団体 資金分配団体
資金分配団体 事業名（主） だれひとり取り残されない外国人医療

事業名（副）
団体名

事業の種類1 ③イノベーション企画支援事業
公益社団法人 日本WHO協会 コンソーシアムの有無 なし

事業の種類4

領域／分野

その他の解決すべき社会の課題

事業の種類2
事業の種類3

_9.産業と技術革新の基盤を
つくろう

9.1   全ての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経
済発展と人間の福祉を支援するために、地域・越境インフラ
を含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱（レジリエ
ント）なインフラを開発する。

外国人医療に関連するサービスは存在するが、連携が不十分で外国人や受け入れる医療機関にとって最
適とは言えない。外国人と医療機関にとって信頼できる体制の構築を目指す。

_10.人や国の不平等をなくそ
う

10.2   2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出
自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりな
く、全ての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的
な包含を促進する。

日本在住の外国人が、国籍、民族、言語、文化、宗教にかかわらず公平にアクセスできる
保健医療サービスの実現を目指す。

ゴール ターゲット 関連性の説明
_3.すべての人に健康と福祉
を

3.8   全ての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い
基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ
質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含
む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）を達成す
る。

日本在住の外国人が増加し、また、ベトナム、ネパール、インドネシアなど、多国籍化、多言語化して
おり、本活動では、このような方々に対しても日本人と同様の保健サービスが受けられる体制を目指
す。

_17.パートナーシップで目標
を達成しよう

17.17 マルチステークホルダー・パートナーシップ   さまざ
まなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果
的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推
進する。

日本在住の外国人が、国籍、民族、言語、文化、宗教にかかわらず公平にアクセスできる
保健医療サービスの実現を目指す。

必須

任意

申請時入力不要



Ⅰ.団体の社会的役割
(1)団体の目的 66/200字

(2)団体の概要・活動・業務 196/200字

Ⅱ.事業概要

(終了)

事業概要

571/600字

本会は世界保健機関憲章の精神を普及徹底し、その事業の目的達成に協力し、我が国及び海外諸国の国民の健康増進に寄与することを目的とする。

・WHO憲章精神を普及するためのセミナー「関西グローバルヘルス」等の開催及び機関誌「目で見るWHO」発行・世界保健デーイベント等啓発事業
・健康に関する調査研究の受託・委託及び助成並びに研究成果に基づく提言等の研究事業
・国内外で健康に関する社会貢献活動を行う企業、団体並びに個人との連絡・調整・協力等の連携事業
・国内外の健康の向上につながる人材の育成・援助等の人材開発事業
・募金支援事業

国外活動の有無 － 資金提供契約締結日 採択後の契約時に用いる欄です

最終受益者 関西圏に住む、外国籍の人及び日本語の不自由な日本国籍の人、関西を訪れ
る訪日外国人に加え、
関西の「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」、一般のクリニック、
保健所、予防接種センター

(人数) 関西の在留外国人は58万人（出入国在留管理庁) 関西の外国人延べ宿
泊者数3,267万人（近畿運輸局)
関西の「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」は272病院（厚
生労働省・観光庁医療機関リスト、公開日：2023年12月26日)

外国人医療において、各セクターで様々な取り組みが行われているが、患者と医療機関を含む関係団体双方での認知度が低く生かし切れていない。また、医療機関
が通訳派遣の適切な利用方法、通訳ツールの活用について理解していないなどの問題がある。そこで、当会が強みとする医療関連団体とのネットワークを駆使し
て、実行団体を支援していくことで、それらの取り組みが効果的に活用され、医療関係者や医療機関により適切な外国人医療が提供できる体制を確立し、外国人が
安心して医療サービスが受けられる環境を整備することである。具体的な活動は以下の通りである。①「既存システムを活用した多言語医療情報提供」（既存の多
言語医療情報を集約することにより、外国人が母国語だけでアクセスし保健医療に関する情報を入手でき、日本人医療者が日本語でアクセスし多言語の医療情報を
入手できる）。②「DEI（多様性、公平性、包摂）をめざす外国人医療環境整備」(医療通訳者の質の向上をめざす研修、医療者に対する文化や宗教への対応能力を
高める研修などを通じて外国人が安心して受診できる環境を整備)。この2つの事業を実施することを契機に、出口戦略として、医療通訳者を使った外国人医療に関す
るエビデンスを得ることにより、診療報酬点数表に医療通訳士加算を図り、持続可能な外国人医療として制度化していきたい。

本事業における、不動産（土地・建物）購入の有無
※助成金で土地の購入はできません。建物の購入（建物新
築含む）は原則できません。自己資金等で購入する場合は
認められます。詳しくは公募要領をご確認ください。

なし

直接的対象グループ 関西圏に住む、外国籍の人及び日本語の不自由な日本国籍の人。関西を訪れ
る訪日外国人。

(人数) 関西の在留外国人は58万人（出入国在留管理庁 在留外国人統計2023
年12月末)、 関西の外国人延べ宿泊者数は3,267万人（近畿運輸局
2023年1月～12月)である。日本語の不自由な日本国籍の人数は信頼で
きるデータソースがなく、不明である。

実施時期

(開始) 2024/10/1 2028/2/29 対象地域

関西(大阪府、京都府、兵
庫県、滋賀県、奈良県、和
歌山県)

本ページ完成



Ⅲ.事業の背景・課題
(1)社会課題 961/1000字

(2)課題に対する行政等による既存の取組み状況 156/200字

(3)課題に対する申請団体の既存の取組状況 197/200字

(4)休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義 190/200字

日本全体の在住外国人は2023年12月には341万人にのぼる。国籍は多様であり、英語以外の言語での対応が必要な外国人が保健医療機関を受診する機会が増加している。国の外国人受入れ施策、
自治体による共生支援、保健医療現場での外国人対応などが実施されているが、言語や地域の多様なニーズに十分に対応できていない。関西圏在住の外国人が安心して医療が受けられるためのモ
デル的な環境整備を実施したい。日本語によるコミュニケーションが困難な人（Limited Japanese Proficiency：LJP）に対する保健医療サービスに関して、1990年代の日系南米人の増加以降、全
国のNGOや国際交流協会が個別に活動を開始した。2010年代になり医療の国際展開を目指し、国レベルで外国人に対する保健医療環境の整備が図られた。新型コロナウイルス感染症（COVID-
19）の流行により訪日外国人は激減したが、在留外国人数はほとんど減少しなかった。若い世代が多いため2020年の外国人出生数は過去最高を記録した。
本事業による申請事業対象者と想定されるNGO/NPO、自治体の国際交流協会、学会などの学術団体は、地域住民である外国人の保健医療の課題に地道に取り組んできた。自治体では医療通訳者
の研修と派遣を行っている。NGO/NPOでは、地域を限定したり、難民やエイズといった活動分野を限定する形で、外国人コミュニティに寄り添った活動を展開してきた。また、全国の主要病院
の国際診療部が中心となり設立された国際臨床医学会では、2020年に学会認定の医療通訳士制度を開始した。民間企業においても、ICTを駆使し、タブレット端末やスマートフォンなどを使った
翻訳ソフトなどが実用化され、電話や派遣による医療通訳システムを提供する民間企業も増えている。
本事業は、まず関西圏をモデル地域として、外国人が安心して保健医療サービスを受けられるような仕組みづくりの構築を目指す。従来はともすれば個別に行われてきた取り組みの連携を図り、
行政、医療機関、民間企業の垣根を越え、ネットワークやICTを活用する地域の仕組みづくりをめざす。インバウンド観光客も2023年年間で2,500万人を超えている。インバウンド観光客にも十分
に安心・安全な医療の提供が期待される。

厚生労働省は、外国人向け多言語説明資料の整備や医療機関における外国人患者受け入れ環境整備事業を開始し、大阪府では多言語遠隔医療通訳サービスを実施している。しかし、外国人の医療
へのアクセスには言語や文化などの壁に阻まれることもある。今後、これらの活動が関西圏においてさらなる深化と密接な連携関係の構築が求められる。

日本WHO協会として、外国人医療に取り組む団体の連携強化の取り組みを行ってきた。2020年２月には、市民公開パネル・ディスカッションを大阪市で開催し、大学病院、NGO、医療通訳者、
民間企業の参加を得て、異なる立場から連携の必要性を市民社会に問いかけた。新型コロナウイルス感染症に関して、2021年に支援が行き届かない外国人コミュニティに対するアクセスに関する
グローバルヘルスセミナーを実施した。

関西圏において外国人医療に関する地道な活動を行っている団体や自治体は少なくない。本事業によりそれらの活動を包括的に結びつけることによって、地域の生活者としての外国人、保健医療
機関、医療通訳者の重層的なネットワークが強化され、「だれひとり取り残されない」きめ細かな活動が可能になる。休眠預金交付金助成により、イノベイティブかつ持続可能な外国人医療が地
域に定着することを切望している。



Ⅳ.事業設計
(1)中長期アウトカム

(2)-1 短期アウトカム（資金支援）※資金分配団体入100字 指標 100字 初期値/初期状態 100字 中間評価時の値/状態 事後評価時の値/状態
外国人が母国語だけでアクセスし、保健医療に関する多
言語情報を入手できる

外国人の保健医療情報に関するアクセス状況
（オンライン調査）

多言語保健医療情報にアクセス
できた外国人の割合（％）（オ
ンライン・ベースライン調査)

多言語保健医療情報にアクセス
できた外国人の割合（％）（オ
ンライン・エンドライン調査：
2027年度末)

事業終了後5年後に関西とそれ以外の地域の外国人が、医療サービスに必要な多言語情報を入手でき、言語や国籍に関わらず医療機関で安心して保健医療サービスが受けられる社会になる。

モニタリング

日本人医療者が日本語でアクセスし多言語の医療情報を
入手できる

日本人医療者の多言語保健医療情報に関するア
クセス状況（医療機関ベースライン調査）

多言語保健医療情報にアクセス
できた日本人医療者の割合
（％）（医療機関ベースライン
調査)

多言語保健医療情報にアクセス
できた日本人医療者の割合
（％）（医療機関エンドライン
調査：2027年度末)

医療機関を受診した外国人患者が、日本の医療に対する
安心感や満足度が高まる

日本の医療に対する、外国人患者の安心感と満
足度（オンライン調査）

日本の医療に安心した、あるい
は満足した外国人患者の割合
（％）（オンライン・ベースラ
イン調査）

日本の医療に安心した、あるい
は満足した外国人患者の割合
（％））（オンライン・エンド
ライン調査：2027年度末)

医療通訳者に必要な医療や倫理の知識が向上し、行動で
きるようになる。

医療通訳者に対する研修により、感染症の知識
が向上し自分の身を守る行動ができるようにな
り、医療倫理の認識が高まり外国人の権利を守
ることができるようになる。

研修受講者（医療通訳者）の感
染症の知識向上と行動変容、医
療倫理の認識向上と行動変容の
割合（％）（研修前、研修後の
受講者アンケート調査）

研修受講者（医療通訳者）の感
染症の知識向上と行動変容、医
療倫理の認識向上と行動変容の
割合（％）（研修フォローアッ
プ時のアンケート調査）

日本人医療者が適切な外国人医療が提供できる環境をつ
くる

日本人医療者がかかえる外国人患者に対する医
療への不安と困難さの解消（医療機関ベースラ
イン調査）

外国人患者に対する医療への不
安や困難さを訴えた日本人医療
者の割合（％）（医療機関ベー
スライン調査)

外国人患者に対する医療への不
安や困難さを訴えた日本人医療
者の割合（％）（医療機関エン
ドライン調査：2027年度末)

日本人医療者が外国人医療に必要な文化や宗教に関する
知識が向上し、行動できるようになる。

医療者に対するダイバーシティ研修により、文化
や宗教に関する知識が向上し、実際に文化に対
応した行動ができるようになる。

研修受講者（医療者）の文化や
宗教に関する知識向上と行動変
容の割合（％）（研修前、研修
後の受講者アンケート調査）

研修受講者（医療者）の文化や
宗教に関する知識向上と行動変
容の割合（％）（研修フォロー
アップ時のアンケート調査）



(2)-2 短期アウトカム（非資金的支援）※資金分配団100字 指標 100字 初期値/初期状態 100字 中間評価時の値/状態 事後評価時の値/状態モニタリング
実行団体が社会から信頼される体制を備え、円滑な運営
ができている。

定款・規程類の必須項目の整備 不備がある。 不備な点が改善される。(2027
年度末)

実行団体が団体運営に必要な体制を備え、運営し、必要
な資金調達を安定的にできるようになっている

資金の獲得の活動実績数 実行団体決定後に把握する。 目標値は実行団体確定後に把握
する。(2027年度末)

実行団体が事業について社会に向け発信し、多様なス
テークスホルダーと連携・協働している

情報交換会の開催回数・参加者数 ゼロ 目標値は実行団体確定後に把握
する。(2027年度末)



20/200字

187/200字

77/200字

109/200字

110/200字

0/200字

0/200字

0/200字

0/200字

0/200字

0/200字

28/200字

170/200字

91/200字

76/200字

160/200字

(3)-1 活動：資金支援 ※資金分配団体入力項目 時期
既存システムを活用した多言語医療情報提供

外国人医療に関連するNPO/NGO、国際交流協会、医療機関、保健センター、外国人コミュニティー、医療通訳・遠隔通訳の民間企業などとの連携を深め、既存の多言語保健医療情報の収
集、整理、重複の確認などを行う。また、外国人の視点および医療機関の視点から、医療機関、保健センター、外国人コミュニティーの協力のもと、多言語保健医療情報に対するニーズや
欲求（ウォンツ）について把握する。

2024.7～2024.10

利用者である外国人および医療者の視点を加味した多言語医療情報提供の詳細設計を行い、必要な人員を確定させ、実施のための事業計画、資金計画の最終版を確定する。 2024.11～2025.3

多言語保健医療情報のプレテスト（試験的公開）を限定した外国人コミュニティーと医療機関を対象に提供し、課題や問題点を洗い出す。その後、利用者からの指摘を受けたあとに改良を
重ね、多言語保健医療情報の公開版を一般に提供する。

2025.4～2026.3

多言語保健医療情報の公開版に関して、NPO/NGO、国際交流協会、医療機関、保健センター、外国人コミュニティー、医療通訳・遠隔通訳の民間企業などとの協力を得て、モニタリングを
行い、必要な多言語保健医療情報を追加していく。

2026.4～2027.2

DEI（多様性、公平性、包摂）をめざす外国人医療環境整備

外国人医療に関連するNPO/NGO、国際交流協会、医療機関、保健センター、外国人コミュニティー、医療通訳・遠隔通訳の民間企業、医療通訳者団体、学術団体（国際臨床医学会、日本渡
航医学会など）などとの連携を深め、医療通訳者の質の向上をめざす現任（現職者）研修、医療者に対する外国人医療のダイバーシティ（多様化）研修に関すニーズについて把握する。

2024.7～2024.10

医療通訳者および医療者の視点を加味した研修内容の詳細設計を行い、講義内容、講師との交渉、研修講義前後の評価項目の決定などを確定させ、実施のための事業計画、資金計画の詳細
版を確定する。

2024.11～2025.3

医療通訳者の質の向上をめざす現任（現職者）研修、医療者に対する外国人医療のダイバーシティ（多様化）研修を実施するとともに、研修講義前後の評価を実施する。 2025.4～2026.3

医療通訳者の質の向上をめざす現任（現職者）研修、医療者に対する外国人医療のダイバーシティ（多様化）研修のフォローアップを実施する。同時に、医療機関、医療通訳者団体、学術団
体などとの協力を得て、外国人が安心して受診できる環境を整備し、外国人が必要なときに容易にアクセスできる医療機関をめざすためのモニタリングや評価を行う。

2026.4～2027.2



47/200字

25/200字

22/200字

30/200字

29/200字

26/200字

16/200字

事業を取り巻くステークホルダーを明確にする。 2024.10~2025.3

連携の必要なステークホルダーとのネットワーク構築を支援する。 2025.4~2025.7

活動についての外部発信や、勉強会・セミナー開催を支援する。 2025.4~2027.2

(3)-2 活動：組織基盤強化・環境整備：非資金的支援 時期
自団体の評価を実施し、ガバナンス・コンプライアンス体制、必要な人材、財政基盤状況を明確にする。 2024.7~2024.9

ガバナンス・コンプライアンス体制構築の支援を行う。 2024.10～2025.10

活動の自立を目指し、財源確保のための活動を開始する。 2025.4~2025.8

活動の自立のための目処をつける。 2026.10~2027.2



Ⅴ.広報戦略および連携・対話戦略

196/200字

138/200字

Ⅵ.出口戦略・持続可能性について 助成期間終了後も社会課題の解決に向けた活動を継続させる戦略・計画を記入してください。

287/400字

368/400字

Ⅶ.関連する主な実績
(1)助成事業の実績と成果 513/800字

広報戦略

本事業の関係機関の他、広く一般市民の理解を得る必要があることから、WEB媒体やマスコミ等を活用して積極的に成果を広報する。事業進捗につ
いては、公式サイトなどを使って随時広報を行う他、事業で計画しているイベント開催時に、地域の関係機関、報道機関から広く参加を募ること
で、事業の成果を多方面へ発信する機会とする。また、事業の中間報告会、成果報告会を開催し、一般市民や外部関連機関に成果を発信する。

連携・対話戦略

外国人医療については、体制を整備するとともに各関連機関が互いの活動を理解・周知し、連携することが重要である。現在の支援団体、医療関連
機関、行政と定期的に交流する機会をつくり連携を強化する。その中でお互いが理解できていなかった点などを明確にし、新たな環境整備活動につ
なげていく。

資金分配団体

・医療通訳士を使った外国人医療に関するエビデンスを得て、それに基づきアドボカシーを行い、 診療報酬点数表に
医療通訳士加算を制度化することにより、医療機関が医療通訳を雇用する経済的障壁を減じる。

・国内の人手不足などにより外国人を雇用している企業や業界団体と連携し、外国人が安心して働くためには、
外国人医療支援が重要であることのアドボカシーを行い、支援体制の制度化を目指す。

・日本国内の外資系企業（欧米系だけでなく、アジア系を含む）と連携を深め、外国人社員の健康管理上
外国人医療支援が必要不可欠であることの認識を深め、事業活動に対する資金支援につなげる。

実行団体

資金分配団体の出口戦略を推し進めることで、実行団体が継続的に事業を続けるための資金を確保し、資金分配団体の伴走支援を受けながら資金分
配団体と一緒に制度化を目指す。多言語情報提供では、実際に利用した外国人、医療機関のフィードバックとその対応を継続していくことにより、
より利用者が利用しやすい検索システムに進化させる。DEI（多様性、公平性、包摂）をめざす外国人医療環境整備では、研修を受けた医療者がそ
の後現場で直面した新たな課題に対して研修の内容にも落とし込むことで継続的に質の向上を図る。
本事業で強化されたネットワークをその後も継続的に活用し、本事業で協働した医療機関や行政との連携を深め、研修や活動報告会を定期的に実施
することにより、外国人医療に係る事業が不可欠なことのアドボカシーを行い、企業や業界団体と連携し資金確保をめざす。

（１）ラオス小児外科プロジェクト：
2020年に国立研究開発法人国立国際医療研究センター（NCGM）の「医療技術等国際展開推進事業」の助成約770万円を受け、「ラオスにおける小児外科卒後研修プログラムの確立」を１年間に
わたり実施した。ラオス側のカウンターパートは、ラオス国立小児病院およびラオス健康科学大学であり、プロジェクト終了時には、元保健省大臣も出席して小児外科の継続的なラオス側のコ
ミットメントを高める国際シンポジウムを実施することができた。
（２）大阪薬業クラブからの公益助成事業：（助成事業を獲得し、配分した経験である）
2014年から一般社団法人大阪薬業クラブからの助成を得て、グローバルヘルスの若手世代の育成を掲げ、日本国際保健医療学会学生部会（jagh-s）のフォーラム開催支援を実施継続している。
2024年度は、50万円を配布する予定である。
（３）WHOインターンシップ参加者に対する支援：
2011年から、WHO（本部あるいは西太平洋地域事務所）にてインターンに採用された人に、現地での活動資金としてひとりあたり10万円を助成してきた。2020年以降は、新型コロナウイルス感
染症のために、中断している。





 

資金計画書 バージョン
（契約締結・更新回数）

1

資金分配団体
2024/10/01 2028/03/01

事業名
団体名
事業名
団体名

プログラムオフィサー関連経費
評価関連経費

93,841,102

だれひとり取り残されない外国人医療
公益社団法人　日本WHO協会

5,821,000

助成金

63,524,302

54,000,000
9,524,302

3,121,000
2,700,000

24,495,800

合計

申請団体
事業期間

資金分配団体

実行団体

事業費

資金分配団体用

実行団体への助成

実行団体用

管理的経費

～



 

資金計画書資料　①助成概要

1. 事業費 [円]
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合計

1,579,186 20,648,372 20,648,372 20,648,372 63,524,302
18,000,000 18,000,000 18,000,000 54,000,000

1,579,186 2,648,372 2,648,372 2,648,372 9,524,302

2. プログラム・オフィサー関連経費 [円]
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合計

3,499,400 6,998,800 6,998,800 6,998,800 24,495,800
2,339,400 4,678,800 4,678,800 4,678,800 16,375,800
1,160,000 2,320,000 2,320,000 2,320,000 8,120,000

3. 評価関連経費 [円]
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合計

0 2,057,000 1,882,000 1,882,000 5,821,000
0 1,157,000 982,000 982,000 3,121,000

900,000 900,000 900,000 2,700,000

4. 合計 [円]
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合計

5,078,586 29,704,172 29,529,172 29,529,172 93,841,102助成金計(A+B+C)

その他経費

管理的経費

プログラム・オフィサー関連経費 (B)

実行団体用

プログラム・オフィサー人件費等

事業費 (A)

評価関連経費 (C)
資金分配団体用

実行団体への助成
－



 

資金計画書資料　②自己資金・民間資金

(1)事業費の補助率

助成期間合計 91.1% FALSE

【参考】年度別の助成金による補助率(A/(A+D))
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度

補助率 58% 92% 92% 92%
1,147,738 1,695,476 1,695,476 1,695,476

(2)自己資金・民間資金からの支出予定
自己資金・民間資金からの支出予定について、調達予定額、調達方法、調達確度等を記載してください。

年度 予定額[円] 調達方法 調達確度
2024年度 1,147,738 寄付 A:確定済
2025年度 1,695,476 寄付 A:確定済
2026年度 1,695,476 寄付 A:確定済
2027年度 1,695,476 寄付 A:確定済

特例申請対象

特例申請について
事業費のうち自己資金・民間資金による負担を20%未満とすることを申請する場合は「自己資金に関する申請書」に理由等を明示してください。
特例申請が認められた場合でも、複数年度の事業では、最終年度の補助率は 80％以下とします。

自己資金・民間資金
合計 (D)

6,234,166

説明（調達元、使途等）

助成金による補助率
(A/(A+D))

事務所賃料事業分の15%、経理顧問・担当者人件費、
事務所賃料事業分の15%、経理顧問・担当者人件費
事務所賃料事業分の15%、経理顧問・担当者人件費
事務所賃料事業分の15%、経理顧問・担当者人件費
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